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日 時 令和４年１２月２１日（水）午後１時３０分から(午後３時２５分終了) 

場 所 区役所１３階 １３１会議室 

    ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、オンライン会議形式に 

により開催した。 

 

１．開会 

 

２．新委員の紹介 

 

３．第８期介護保険事業実績（令和４年度４月～９月）について【資料１】 

 

４．墨田区高齢者福祉総合計画・第９期介護保険事業計画策定に向けた基礎調査に 

ついて 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査【資料２－１】【資料２－２】 

（２）在宅介護実態調査【資料３－１】【資料３－２】 

（３）介護サービス事業所調査【資料４】 

 

５．報告事項 

（１）すみだ 介護のおしごと合同説明会等結果報告【資料５－１】【資料５－２】 

（２）特別養護老人ホームの建設計画について【資料６】 

（３）第１回・第２回墨田区地域包括支援センター運営協議会報告【資料７－１】 

【資料７－２】 

（４）第１回墨田区地域密着型サービス運営委員会報告【資料８】 

（５）介護保険制度の動向について【追加資料】 

 

６．閉会 

 

【配布資料】 

【資料１】第８期介護保険事業実績（令和４年度４月～９月） 

【資料２－１】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 実施概要 

【資料２－２】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 調査票 

【資料３－１】在宅介護実態調査 実施概要 

【資料３－２】在宅介護実態調査 調査票 

【資料４】介護サービス事業所調査 報告書 

【資料５－１】すみだ 介護のおしごと合同説明会結果報告 

第２回墨田区介護保険事業運営協議会 

議事要旨 
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【資料５－２】すみだ 介護に関する入門的研修結果報告 

【資料６】特別養護老人ホームの建設計画について 

【資料７－１】第 1 回墨田区地域包括支援センター運営協議会議事要旨 

【資料７－２】第２回墨田区地域包括支援センター運営協議会議事要旨 

【資料８】第１回墨田区地域密着型サービス運営委員会議事要旨 

【追加資料】厚生労働省社会保障審議会介護保険部会資料 
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第２回墨田区介護保険事業運営協議会 出席者 

 

【委員】 

氏     名 所属・役職 出欠 参加方法 

◎和 気 康 太 明治学院大学 出席 会場 

○鏡     諭 法政大学大学院 出席 オンライン 

成  玉 恵 千葉県立保健医療大学 出席 オンライン 

山 室  学 墨田区医師会 出席 オンライン 

松  田   浩 東京都本所歯科医師会 出席 オンライン 

北 總 光 生 東京都向島歯科医師会 欠席 ― 

関 谷 恒 子 墨田区薬剤師会 出席 オンライン 

堀田 富士子 東京都リハビリテーション病院 出席 オンライン 

鎌形 由美子 墨田区民生委員・児童委員協議会 出席 会場 

大 滝 信 一 墨田区社会福祉事業団 出席 会場 

栗  田   陽 墨田区社会福祉協議会 出席 会場 

岩 田 尚 明 墨田区特別養護老人ホーム施設長会 出席 オンライン 

○安 藤 朝 規 弁護士（墨田区法律相談員） 出席 オンライン 

庄 司 道 子 墨田区障害者団体連合会 欠席 ― 

沼 田 典 之 墨田区老人クラブ連合会 出席 会場 

北村 嘉津美 町会・自治会 出席 会場 

佐 藤 令 二 墨田区介護サービス相談員連絡会 出席 会場 

濱 田 康 子 すみだケアマネジャー連絡会 出席 オンライン 

小 谷 庸 夫 墨田区訪問介護事業者連絡会 出席 会場 

佐 藤 和 信 第１号被保険者 出席 会場 

村 山 厚 子 第１号被保険者 出席 オンライン 

福 島 洋 子 第２号被保険者 出席 オンライン 

杉 下 由 行  墨田区保健衛生担当部長 出席 会場 

関 口 芳 正  墨田区福祉保健部長 出席 会場 

◎会長 ○副会長 
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【事務局】 北野 亘 介護保険課長 

 澤田 敦子 高齢者福祉課長 

 渡邊 浩章 副参事（地域包括ケア推進担当） 

 田中 雅美 介護保険課管理・計画担当主査 

 高原 昌幸 介護保険課認定・調査担当主査 

 中洞 雅 介護保険課認定・調査担当主査 

 応矢 裕二 介護保険課資格・保険料担当主査 

 田中 美由紀 介護保険課資格・保険料担当主査 

 立野 真宏 介護保険課給付・事業者担当主査 

 坂下 直樹 介護保険課給付・事業者担当主査 

 細谷 瑞真 介護保険課給付・事業者担当主査 

 中島 応治 高齢者福祉課支援係長 

 内田 瑞穂 高齢者福祉課地域支援係長 

 村瀬 洋太 高齢者福祉課地域支援係主査 

 高嶋 秀夫 高齢者福祉課地域支援係主査 

 會田 光穂 高齢者福祉課地域支援係主査 

 杉田 貴幸 介護保険課管理・計画担当主事 

 田中 友和 介護保険課管理・計画担当主事 

 立野 雄紀 介護保険課管理・計画担当主事 
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１．開会  

 

（事務局) 開会に先立ち、事務局から連絡事項をお伝えする。 

 

-事務局からオンライン会議形式における注意事項等について説明- 

 

（事務局） 本日は２名の委員から欠席の連絡をいただいている。 

また、次期計画に係る基礎調査のコンサルティング業務を委

託している株式会社ナレッジ・マネジメント・ケア研究所の方

に、会場で同席いただいている。 

なお、本日は傍聴希望者が１名いるので、入室していただく。 

 

-傍聴希望者入室、着席- 

 

（事務局） 続いて、配布資料の確認をさせていただく。 

 

-事務局から資料の確認- 

 

（事務局） なお、この協議会は議事録作成のため録音をさせていただく

ので、御了承願う。 

また、現在、国の社会保障審議会の介護保険部会で、第９期

計画に向けた議論が行われている最中だが、その一部について

会長から情報提供をいただく予定である。 

ここで、会長に議事進行をお願いするところであるが、都合

により到着が遅れているため、その間事務局で進行をさせてい

ただく。 

 

２．新委員の紹介 

 

（事務局） 本年１０月１６日付けの区の人事異動により、行政代表の委

員に変更があった。Ａ委員が新たに着任されたので、紹介させ

ていただく。 

 

-Ａ委員自己紹介- 

 

 

３．第８期介護保険事業実績（令和４年度４月～９月）について【資料１】 

 

-事務局から【資料１】の説明- 

 

（事務局） 会長が到着されたので、今後の進行をお願いする。 

（会長） ただいまの事務局からの説明で、意見や質問等があればお願

いする。 

（Ｂ副会長） 「６．施設サービス量」について、特別養護老人ホームに入

所されている方が実績で月１，０４３人とのことだが、何施設

位に入所されているのか。 
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（事務局）  特別養護老人ホームは、現在区内に１０施設ある。ベッド数

としては８８８床分である。また、住所地特例で保険者は墨田

区だが他の自治体のホームに入所している方も入っている。 

（Ｂ副会長）  区内・区外の入所者数の内訳は分かるか。 

（事務局）  実績値のうち、住所地特例の区外の特養に入所されている方

が７９人となっている。 

（Ｂ副会長）  １，０４３人のうち、７９人を除いた方が区内の１０か所の

特別養護老人ホームのいずれかに入所されるとすると、入所を

希望されている方は、圧倒的に区内の方が多いということが数

字から見て分かる。特別養護老人ホームについては、飽和状態

であるという話もあったり、一方で、先日２３万３千人という

具体的な数字の提示があったが、まだ希望されている方がいら

っしゃったりと、地域的なばらつきがあるので、墨田区がどう

なのかをうかがった。 

 

４．墨田区高齢者福祉総合計画・第９期介護保険事業計画策定に向けた基礎調査に

ついて 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査【資料２－１】【資料２－２】 

 

-事務局から【資料２－１】【資料２－２】の説明- 

 

（会長） 意見や質問等があればお願いする。 

（Ｃ委員）  【資料２－１】「４．今後の予定」について、現在ＰＤＣＡの

サイクルを回している最中かと思うが、今後、集約処理や分析

研究をした結果を、この協議会で情報提供をしたりホームペー

ジで公表したりするのはいつ頃になるか、予定をうかがいたい。 

（事務局）  今後分析を行い、３月２４日に、報告書が委託会社から届く

予定になっている。次回第３回の協議会で、報告書という形で

配付できるかとは思っている。ホームページについては、報告

書の受領後に処理を行い、公表する予定である。 

（Ｃ委員）  区独自調査項目が５３問とあるが、何か特徴的なことが現時

点で分かっていたら教えていただきたい。 

（事務局） こちらについても現在集約している最中なので、後日報告を

させていただく。 

（会長） 周辺の区との比較については、何か考えているか。 

（事務局） 具体的にはこれから検討するが、厚生労働省の項目は可能か

と思うが、区独自調査項目は少し難しいかと思っている。 

（会長） 今は、地域包括ケア「見える化」システムで、色々な情報が

公開され、閲覧できるようになっているので、近隣の区と比較

してみると、墨田区の特徴が見えてくると思う。それに応じて、

対策を考えていくとよい。 

（会長） 【資料２－１】「３．回収結果」で回収率が６０．０％となっ

ている。今回インターネットでの回答を部分的に導入している

ようだが、回収率は、前回等と比較して上がったのか。 

（事務局） 前回はインターネットでの回答は導入しておらず、郵送回答

のみであったが、回収率は６７．７％だった。今回の回収率は
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６０．０％なので、少し下がっている状況である。 

（会長） 回収率が下がっている理由は分かるか。 

（事務局） おそらく、調査項目数が多かったことが要因と感じている。

今回の調査票でも、回答しやすいように、フォントを工夫し、

なるべく丸を付けて回答できるようにはしていたが、次回実施

する際には考えていかなければならないと分析している。 

（会長） インターネットを活用して回収率が上がるならよいが、逆に

下がってしまっているのは、少しどうなのかと思う。 

（Ｄ委員） 先日の墨田区民医療フォーラムで、千葉大学が行っていた墨

田区高齢者の健康度評価の報告があった。これは、介護予防・

日常生活圏域ニーズ調査と対象者も同じようで重なる部分もあ

るかと思うが、これを今後の介護保険事業に活かしていく予定

はあるか。 

（事務局） 現在、区の保健計画課で千葉大学と連携しながら健康に関す

る調査を行っているが、対象が介護予防・日常生活圏域ニーズ

調査と重複する部分もあるので、この調査も、今回の介護予防・

日常生活圏域ニーズ調査の結果と合わせながら、第９期の計画

を策定していく必要があると考えている。 

（Ｄ委員） この協議会でも、その健康に関する調査のデータの一部を供

覧していただきたい。 

（会長） 次回の協議会で開示できるものは開示し、また、第９期の計

画策定に活用できるものは活用する、ということで考えていた

だきたいと思う。 

 

（２）在宅介護実態調査【資料３－１】【資料３－２】 

 

-事務局から【資料３－１】【資料３－２】の説明- 

 

（会長） 【資料３－１】「３．回収結果」で回収率が５５．９％となっ

ている。これは前回と比較してどうなのか。こちらの調査はイ

ンターネットでは行っていないということでよいか。 

（事務局） 

 

 調査方法は、前回同様郵送形式であり、インターネットでは

行っていない。回収率は、前回と比べてもかなり下がっている

状況である。調査項目は介護予防・日常生活圏域ニーズ調査と

比べて多くはないが、少しプッシュが足りなかったと思ってい

る。 

（会長）  半分少ししか回答がなく、かつ元々のサンプル数が１，２０

０件しかないので、６００件程度で代表させてしまって大丈夫

か、というのは皆感じるところだと思う。できるだけ回収率は

上げていただきたい。何かインセンティブが上がるようなもの

がないといけないのかとも思う。 

（Ｅ委員）  もう少し表現を簡単にした方が、理解が進み協力しようと思

うのではないか。また、目が見づらい方もいるので、字が小さ

いと見ただけでやりたくなくなってしまうと思う。 

高齢の方が多いので、文字を大きくして、表現をもう少し短く

すれば、回収率も上がるのではないか。 
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（事務局） 今後の参考にさせていただく。 

（会長）  １枚あたりの文字量が多いのかと思う。 

（Ｅ委員）  そうかといってページ数を多くしても大変だと思う。丁寧に

文章を作成されていて感心するが、字を見るということに慣れ

ていない方もいるので、そのあたりを改善いただければと思う。 

（会長）  調査票の文字の量が多いのと、もう少し工夫が必要というこ

と、要するに回答をしやすいような調査票にしていただきたい

という御意見だと思う。 

（Ｅ委員）  「話を聞いてあげる」という感覚で調査票を出された方が、

協力していただけると思う。また、少しユーモアを入れていた

だいてもよいのかと思う。 

（会長）  調査票に墨田区のキャラクターを入れるなど、少し遊び心が

あってもいいのかもしれない。 

 また、調査票の最後のページの問６の項目に「（看護）小規模

多機能型居宅介護の利用」とあるが、使ったことがないと何の

ことか分からないと思う。こちらも工夫していただきたい。 

 やはり回収率が５５．９％というのは低い感じがする。今の

高齢者は律儀な人が多いので、８０％位あってもおかしくない

と思う。 

調査票にもう一工夫必要だということで御意見をいただいた

ので、次回の調査へ引き継いでおいていただきたい。 

 

（３）介護サービス事業所調査【資料４】 

 

-事務局から【資料４】の説明- 

 

（会長） 意見や質問等があればお願いする。 

（Ｆ委員）  詳細を見ると、今回の調査結果で気になる内容がいくつかあ

る。介護サービスを提供している事業所数の減、１事業所あた

りの平均職員数の減、職員が不足している事業所が約６割ある

こと、職員不足を補う方法として、既存職員の勤務時間の延長

等により補っていると回答している事業所が約５割あること、

求人募集を行っても応募が少なくて困っていると回答している

事業所が約６割あること、そして特に気になるのが、現時点で

職員不足のため、利用者数の制限を行っていると回答している

事業所が約３割あったということである。 

現状において、こうした調査結果となっているが、第８期計

画における将来推計では、要支援・要介護認定者数は、令和３

年度から令和２２年度まで、年々増加することが見込まれると

されている。このため、今回の調査で明らかになった課題がさ

らに進行することが想定される。 

第８期計画の策定の趣旨では、「区は保険者としての機能を

発揮し、介護保険制度の持続可能性を確保するとともに、地域

包括ケアシステムを充実させ、高齢者が安心して生活できる地

域づくりを進めます」としている。 

今回の調査は、墨田区高齢者福祉総合計画・第９期介護保険
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事業計画の基礎資料を得ることを目的とされているが、今回の

調査結果を踏まえて、区として今後どのように対応しようと考

えているのか、概括的にでも結構だが御説明をいただきたい。 

（事務局）  現在でも高齢者は増え続けているが、今後、２０２５年問題、

２０４０年問題に向けて、後期高齢者あるいは第１号被保険者

が増えていくことが見込まれる。その増加に追い付けるような

介護サービス提供の基盤整備が、保険者に課せられた一番の課

題であると認識している。その基盤整備をするにあたり、何よ

りも一番大事なのは、職員の確保ではないかと考えている。 

そこで、第８期計画でも、基盤整備、職員の確保という視点

で様々な事業を行っている。介護のおしごと合同説明会や介護

に関する入門的研修、また、事業者連絡会で職員の資質向上に

資するような研修を行っているが、今後、さらなる需要の伸び

に追い付けるように、より一層、職員の確保を進めていかなけ

ればならないと考えている。 

今回の調査結果をしっかり分析し、第９期は、さらなる人材

確保に力を入れ、この協議会の委員の皆様や、現場の方々の御

意見等を聞きながら、有効な人材確保の策を考えていきたい。 

（Ｆ委員）  この調査では、望まれる支援についても質問している。それ

に関連して気になるのが、ＩＣＴや先進的介護機器の導入状況

に関する設問で、タブレットの導入状況に比べ、技術系の先進

的介護機器の導入を検討していないという回答が多くなってい

ることである。導入の検討が進んでいない要因としては、財政

的負担が大きいこと、費用対効果が分からないといったことが

あると思われる。 

今回の調査の「まとめと考察」においても、人材の確保・育

成や離職防止のために必要な支援策として、処遇改善などとと

もに、ＩＣＴや先進的介護機器の活用支援へのニーズが高まっ

ているとしている。第８期計画においても、「介護事業者のＩＣ

Ｔ化や介護支援ロボットの活用については、導入の促進を図る

必要があることから、東京都等が実施する導入に関する支援策

を積極的に周知します」とある。 

以前、この協議会で介護支援ロボットの導入の支援について

提案したことがあるが、改めて、このことについて一層の支援

や周知を図ることが必要ではないか。 

（事務局）  先ほどの基盤整備という点で、人材の確保はもちろん、業務

の効率化も一つの視点として非常に大事なテーマだと考えてい

る。その中で、ＩＣＴ機器の活用はかなり有効な方策であると

考えている。 

 今回の調査結果で、財政的な問題でＩＣＴ化が進まないと考

えている事業者が多いことが改めて分かった。 

国としても介護の現場の効率化は大きなテーマとして掲げて

いるので、今後、東京都のＩＣＴ化の財政支援も充実していく

ものと考えている。 

このような支援を積極的に活用していただけるように、こう

いうものがある、ということだけではなく、活用すればどれだ
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け業務の効率化につながる、といった効果の面も含めて、介護

事業所の皆様に情報提供させていただき、現場の方が、よりＩ

ＣＴ化しようと考えていただけるような工夫をしていきたい。 

（Ｆ委員）  ＩＣＴ化に関しては、すでに導入されていたり、比較的理解

が進んでいると思われる。むしろ、介護支援ロボットなどの  

技術系の先進的介護機器に対する周知や説明、支援について、

力を入れていただきたい。 

（会長） 

  

 介護のニーズ、要支援のニーズは増えていくが、基本的には

ケアワークである。介護をする人が少なくなり、事業所も減り

職員数も減ってくる。なかなか補充もできない。当然ながら、

業務負担は既存の今働いている職員にかかる。それでも無理だ

から利用者制限がかかる。利用する人は増えていくのに、利用

者制限がかかると、利用できない介護難民のような人がたくさ

ん出てきてしまう。周辺の区のサービスを使おうという話にな

るかもしれないが、周辺の区でもおそらく無理だと思う。この

ように、非常に深刻な状況が遠からず出現するので、墨田区な

りに手を打たないと大変なことになるだろうという御指摘だっ

たと思う。 

 もう一つ非常に重要なのは、介護現場の革新ということを今

国が行っているが、要するに生産性を向上させるということで

ある。介護以外の仕事が実はとても多いが、そこはできるだけ

省力化する。そこで介護ロボットだが、お金がかかるのでなか

なか事業所が踏み切れない。その背中を押してあげてほしいと

いうことだと思うので、前向きに考えていくとよい。東京都も

危機感は共有していると思うので、これから積極的にプッシュ

してくると思う。それをうまく利用して、墨田区の介護を良く

してほしい。この調査から色々なことが見えてくるので、区と

しててこ入れをした方がよい、ということだと思う。 

（Ｂ副会長）  先ほどのＦ委員と事務局のやり取りに、重要な点が含まれて

いたと思う。繰り返しになるが、人材の確保については、前回

の計画を策定する際にも大変重要であると指摘させていただい

たところだが、介護報酬の基本報酬が上がればよいが、今のや

り方は処遇改善や個別加算になり、小規模の事業所にとっては、

なかなか反映しづらいという状況がある。ここが今後の議論の

中で大きく改善することは見込まれないが、先ほど事務局から

も、現在の状況の中で人材確保は重要であり第９期の計画に盛

り込んでいきたいという話があった。具体的にだが、例えば、

介護事業所で働いている方々の居住費相当の負担、保育所への

優先的な入所など、働く環境を整備するような財政支援も考え

ていかなければならないと思う。区の財政状況が厳しいのは分

かるが、区独自の財政支援も、ぜひ検討いただきたい。 

 また、先ほどの情報提供の話も重要だと思う。ＩＣＴ化につ

いてだが、これも研修機会の向上だけではなく、何らかの財政

支援、例えば、機器を整備した場合には区独自の加算がある、

あるいはそれを設えるための支援があるなど、そこまで踏み込

まないと、事業者の方々の自助努力だけでは厳しいので、そこ



 

-  - 11

に寄り添える支援を考えていただきたい。 

（事務局）  おっしゃるとおり、今まで行ってきたことだけでは現状止ま

りであり、より一歩進めるためには、財政的な支援も含めた様々

な対策が必要だと思う。財政的な問題もあるが、第９期に向け

て、所管としてはしっかりと課題として認識し、要求すべきと

ころは要求していきたい。 

（会長）  報酬を上げたり加算をしたりすれば人が集まる、という簡単

な話ではないと思う。Ｂ副会長がおっしゃったように、例えば

保育所への優先的な入所など、インセンティブを与えるような

政策を少し考えた方がよいかと思う。 

（Ｇ委員）  １事業所あたりの平均職員数が、令和４年度は１５．５人と

令和元年度から１人減っている。また、職員の不足期間が、令

和４年度は「１年以上前から」が３７．７％と、令和元年度か

らは６％弱減ってはいるが、やはり職員が不足しているという

ことで、特に利用者のサービス状況がどうなっているかが一番

心配するところである。 

前回の協議会の報告の中で、一部施設で虐待の報告の件数が

あった。職員が不足して時間外の勤務も増えており、また、区

外からの通勤ということも含めるとかなり重労働になっている

のではないか。このような状況で、本当に利用者への介護サー

ビスの対応がきちんとできているのか。介護サービス相談員も

３年近く施設訪問ができない状況の中で、虐待行為があったこ

とに一番驚いている。区として、その施設がどのように指導や

勉強会をしているのかを評価し、このような事案や問題が起き

ないよう検討していただきたい。 

（事務局）  介護施設は、運営基準で利用者に対しての必要な職員が決ま

っており、当然それ以上配置されているという前提で考えてい

る。その配置基準が、しっかり介護サービスが提供できる基準

として国が定めていると認識している。運営基準を下回る職員

で運営しているということであれば、指導監査をする形になっ

ているが、現状では、各施設での職員数は基準を満たして運営

されていると考えている。今、虐待という話があったが、職員

個人の資質といったところで出てしまうケースもあるのかと考

えている。ただ、職員の心理的な負担によってそういう行動に

なってしまうことも考えられるので、そのあたりは保険者とし

てしっかりとケアをしていきたいと考えている。 

（Ｇ委員）  施設は人員の確保がされているということだが、本当の実態

は、報告内容と乖離している部分もあると思う。区の方も、数

か月に一度くらいは施設の訪問をしていただけると、本当の実

態が見えてくるのではないか。 

施設によって、きちんと対応しているところもあるが、全く

実態にそぐわないところもあると感じる。区の職員の方が、日

にちを決めずに施設へ行き、チェックしていただく、という手

もあると思う。 

（会長）  行政的には一定の基準を満たしていないと事業所として認可

されないので満たしているはずだが、実態としての職員に対す
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る介護負担は、そういった基準では判断できないので、実態を

見ていただきたいということである。かといって、施設に押し

かけていき何もかも見るということもできないので、例えば、

高齢者の施設内での虐待がどういうところで発生しているか、

といったところから施設職員の介護負担がどういう実態なのか

を見てもらう、ということを示唆されているのかと思う。 

 確かに監査では必ず行くが、そこで実態が全て把握できてい

るわけではないので、個別の事例から介護の負担がどうなって

いるのかを見て軽減する方法を考えないと、施設職員が次々に

辞めてしまう、という負のスパイラルに入ってくるので、その

あたりを考えていただきたい、という御意見である。 

 

５．報告事項 

（１）すみだ 介護のおしごと合同説明会等結果報告【資料５－１】【資料５－２】 

 

-事務局から【資料５－１】【資料５－２】の説明- 

 

（会長） 意見や質問等があればお願いする。 

（Ｈ委員） 訪問介護についてだが、ホームヘルパーが自宅にうかがう際

には、待機時間や雨の日の問題、トイレの問題がある。トイレ

については利用者の自宅で借りることもできないので、区に相

談したところ、図書館等の公共施設のものを借りてもよいとい

う話をしていただいた。訪問介護事業者連絡会の会員にもその

ことを連絡したところ、助かる、モチベーションが上がる、と

いう声があった。他のデイサービスからも使ってよいと声掛け

をしていただいた。こちらもこういうことをしていただけると

助かる、という話をしていくと、お金の面だけではなく、人材

という面での働きやすさ、墨田区で働こうということになるの

ではないか。 

（事務局） 御説明いただいたとおり、区の方で公共施設を積極的に休憩

やトイレ等に使っていただけるように関連部署にも依頼をさせ

ていただいた。今後も引き続き様々な御意見をいただき、職員

の方が働きやすい環境づくりに努めていきたい。 

（Ｉ委員） 介護に関する入門的研修は、３日間で１つのカリキュラムと

うことでよいか。 

（事務局） そのとおりで、３日間で１つのカリキュラムを、２クール行

ったということである。 

（Ｉ委員） １人の方が３日間連続して受講して完結するということか。 

（事務局） そのとおりで、３日間を通して御参加をいただくというもの

である。オンライン形式と対面形式でそれぞれ同じ内容を、３

日間、２回実施した。 

（Ｉ委員） 入門的研修は、zoom 形式が１０月５日から７日まで、対面形

式が１０月１９日から２１日までとなっているが、その間に介

護のおしごと合同説明会が開催されている。入門的研修が終わ

った後に、おしごと合同説明会を開催した方が、開催の趣旨に

より叶うのではないか。 
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（事務局） 御指摘のとおりで、例年は、介護のおしごと合同説明会は、

１１月１１日の介護の日の前後で行っているが、今年度は会場

使用の関係で少し前倒しをせざるを得なかった。来年度以降は、

例年どおりの時期に戻し、入門的研修の後におしごと合同説明

会を開催したいと考えている。 

（会長） 開催時期については、来年度以降検討するということでお願

いする。 

 

（２）特別養護老人ホームの建設計画について【資料６】 

 

-事務局から【資料６】の説明- 

 

（会長） 意見や質問等があればお願いする。 

（Ｂ副会長） 新たに特別養護老人ホームができるということで、私はまだ

必要だと考えるが、現在墨田区では待機者は何人位いるのか。 

（事務局） 令和４年１１月現在で、５４７名となっている。 

（Ｂ副会長） それだけ人数がいるということは、建設を進めていく一つの

理由になると思うので、ぜひ進めていただきたい。 

（会長） 待機者の５４７名をどう考えるか、まだ足らないからと次々

建設しても介護保険料がさらに上がってしまうので、どのよう

にバランスを取っていくのか、考える時が来ているのかと思う。 

いずれにせよ、この１８０床のホームは建設を進めていって

よいのではないか。 

 

（３）第１回・第２回墨田区地域包括支援センター運営協議会報告【資料７－１】 

【資料７－２】 
 

-地域包括支援センター運営協議会会長から【資料７－１】【資料７－２】の報告- 

 

（４）第１回墨田区地域密着型サービス運営委員会報告【資料８】 

 

-地域密着型サービス運営委員会委員長から【資料８】の報告- 

 

（会長） 【資料７－１】について、抽象的で誤解を生む可能性のある

言葉が使われているということだが、これは行政が「こうある

べき」「こうしなければいけない」「こういうのが望ましい」と

いうことを表に出すのは望ましくないということか。 

（Ｂ副会長） 御本人が「こうありたい」という意思表示をすることは大切

かもしれないが、行政が、例えば「元気でいてください」「誰も

が一つの地域資源である」のような、誰かが評価して位置付け

るような形は、若干誤解を生むのではないか。障害のある方で

も病気をお持ちの方でも、自分が元気だと思えば元気なので、

それを、誰が見て判断して元気か否かというのを決定するのか、

というと微妙なところである。それを一つの行政の目標として

掲げるのは、誤解を生む可能性がある、ということである。 

（会長） 価値観の多様性を認め、「こうでなければいけない」というの
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を前面に出すのは気をつけなければいけない。墨田区だけの問

題ではなく国全体としてもそうだと思うが、高齢者は元気でい

ることが望ましい、そうあるべきだという話は、その前提にあ

る価値をどう考えるかということもあるので、気を付けなけれ

ばならないということだと思う。 

地域福祉の方では、今「我が事・丸ごと」がキャッチコピー

になっている。他人の痛みを自分の痛みとして我が事のように

感じ、様々な地域活動に参加しなさいということだが、他人の

痛みをどう感じるのかはその人次第だと思う。国や行政に言わ

れてやることではなく内発的なものなので、そのあたりは少し

尊重しないといけないと思う。 

 

（５）介護保険制度の動向について【追加資料】 

 

-会長から【追加資料】の説明- 

 

（会長） 地域支援事業にどこまでサービスを流していくか、介護人材

をどのように確保するか、介護現場の革新ということでＩＣＴ

化やロボット等でどのように生産性を向上していくか、このあ

たりのところで、第９期の計画は乗り切っていく、次の２０２

５問題、２０４０問題のいわばファーストステップ、次のステ

ップということになるかと思う。これらの動向を見ながら、地

域を見て、バランスを取りながら、来年度第９期の計画を策定

出来ればよいと思っている。 

（Ｂ副会長） 国の議論がまず先行しているということで、その方向性に対

して関心を持つのは大変重要なことかもしれないが、まだ次の

アクションを起こす段階ではないと思う。 

この議論の中では、３回位前の計画を作る時から、できるだ

け負担を大きくしないという前提が厚生労働省のみならず財務

省あるいは政府から出ている中で、どちらかというと給付を見

直して負担をするということだったが、今回は、給付を下げて

さらに負担を増していきたいということで、いわゆる給付と負

担の７項目という形で具体的な論点が示されたところである。

その中で、多床室でもホテルコストをとるという話や、いわゆ

る２割負担を拡大していくということ、また、これからの議論

の中心的な議題だと思うが、高所得者の保険料の引上げが強化

される可能性がある、ということである。さらに、ケアマネジ

メントの際の利用者負担、ケアマネジャーを有料化しようとい

う議論もあったが、これはかなり大きな反対があったので若干

トーンダウンしており、具体的な制度改正には結びつかないか

もしれない。また、要介護１・２の方たちを軽度者として位置

付け、総合事業に移そうという話があったが、これも見直しの

対象から外れるかもしれないということで、まだ議論が続いて

いくと思う。いわゆる財政負担が強化される方向性ではないか。 

 大事なことは、墨田区はどうするのかということである。介

護保険制度は色々な形で変容していく。スタートの時には３．
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６兆円だった給付費が、もう１０兆円を超える額になっている。

より給付と負担の関係が強調され、特に負担を抑えていきたい、

給付を抑えていきたい、という動きがある。しかし、実際の介

護保険を使いながら生活をされている方の生活を守らなければ

いけない、という一番大切なことを墨田区は考えていただきた

い。制度変更の中ではあるが、具体的な給付を提供していくと

いう責務があると思う。この協議会でも、制度変更を受けて墨

田区はどうするのか、という議論を皆様と継続していくことに

なる。この資料も十分読んでいただいたうえで、この後の第９

期の計画はどうあるべきかということを議論していく必要があ

ると感じている。 

（会長） おっしゃるとおり、国の動向を見つつ墨田区としてどうする

のか、ということをこの協議会で議論できればよいと思う。委

員の皆様は、また次回までに資料を読んでいただき、御発言を

いただければと思う。 

 

７．閉会 

 

（会長） 以上で、令和４年度第２回墨田区介護保険事業運営協議会を

閉会とする。 

 


